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・奈良県における大和川流域において、関係25市町村（現24市町村）、奈良県及び近畿地方建設局（現近畿地方整備局）の合意のもとに、これらの機関からなる「大和川流域総合治水対策協議会」を組織し、総合的な治水対策を講ずるための検討を進め、大和川流域整備計画（昭和60年7月）を策定。・大和川流域整備計画は、総説、流域の現況、流域整備の基本方針、治水対策、流域対策、その他から構成。整備にあたっての基本方針、流量配分、対策内容を明示。・大和川の流量配分に基づき、奈良県と市町村の流域対策（雨水貯留浸透施設及びため池治水利用）の最小必要量に合意。・合意した最小必要量に基づき、県と市町村は流域対策を実施するが、近年伸び悩み。浸水被害の拡大が懸念される問題が発生。・ まだ、 最小必要量が確保できていないことを踏まえ、貯める対策を強力に推進、総合治水対策に関する一層の取組の強化→総合治水条例の制定
■ 大和川流域整備計画は、「大和川流域の関係機関（国、県、関係市町村）からなる大和川流域総合治水対策協議会における合意により決定された計画をいう」ということで、あるが、この計画の具体的な中身等がわからない。大和川流域整備計画について 説明資料２

【大和川流域整備計画実施要領】

奈良県と市町村の流域対策の最小必要量

合意した最小必要量に基づき、県と市町村は流域対策「ため池治水利用」と「雨水貯留浸透施設」の整備を実施
大和川の流量分担に基づき、奈良県と市町村の流域対策の最小必要量に合意（大和川流域整備計画実施要領 昭和61年4月策定）流域対策の最小必要量に合意流域対策の最小必要量に合意流域対策の最小必要量に合意流域対策の最小必要量に合意

貯める対策（流域対策）は近年伸び悩み・・・さらに、ミニ開発の増加、ため池、農地の減少、浸水区域での土地利用など、浸水被害の拡大が懸念される問題が発生
貯める対策を強力に推進、総合治水対策に関する一層の取組の強化（国、県、市町村、県民等の流域関係者が一体で取り組む、河川、農林、都市計画の各分野の総合治水対策の体系化を図る）総合治水条例の制定へ総合治水条例の制定へ総合治水条例の制定へ総合治水条例の制定へ

関係市町村、奈良県及び近畿地方建設局の合意のもと、 「大和川流域総合治水対策協議会」を組織し、大和川流域整備計画（昭和60年7月）を策定大和大和大和大和川流域整備計画川流域整備計画川流域整備計画川流域整備計画（昭和（昭和（昭和（昭和60年年年年7月月月月））））策定策定策定策定

昭和57年8月洪水以降も、平成19年に1000戸以上の浸水被害が発生している
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大和川流域整備計画 目次１．総説２．流域の現況（1）流域の概要（2）土地利用（3）人口（4）浸水実績３．流域整備の基本方針（1）治水機能による地域区分の必要性（2）地域区分（3）流域整備の基本方針４．治水対策（1）現況（2）対策５．流域対策（1）保水地域の流域対策（2）低地地域の流域対策６．その他

１．総説近年の河川流域の開発に伴う洪水の流出形態の変化と人口・資産の集中により、各地で河川災害が発生し、多くの人命と莫大な財産が失われている。このことに鑑み、大和川流域においても治水施設の整備を鋭意推進している。しかしながら、急速な都市化の進展、さらには将来にわたる都市の発展を考えた場合、治水施設の整備をより重点的に実施するとともに、流域がもつべき保水・遊水機能の確保及び適切な土地利用の誘導等の措置を図る必要が生じている。これを受けて、奈良県における大和川流域において、関係25市町村、奈良県及び近畿地方建設局の合意のもとに、これらの機関からなる「大和川流域総合治水対策協議会」を組織し、総合的な治水対策を講ずるための検討を進め、大和川流域整備計画を策定した。

３．流域整備の基本方針（1）流域整備の前提流域整備は、治水対策と流域対策の2本の柱からなり、期間は概ね10年間を目標とする。（2）治水対策の基本方針長期的な治水計画は、大和川水系工事実施基本計画に基づいて整備を進めるが、当面の目標として、大和川にあっては、昭和57年8月降雨を対象とするものとし、支川は概ね10年に1回程度の降雨を対象として、改修するとともに、ダム等の建設を促進する。これにより市街地及び市街化の予想される区域の浸水防止を図るものとする。（3）流域対策の基本方針流域内においては、①現在有している保水機能を積極的に保全するものとする。②適性な土地利用を図るものとする。以上の基本方針に基づいた流域整備計画における流量分担は、下図のとおりである。
４．治水対策①大和川にあっては、激甚災害対策特別緊急事業をはじめ、河道改修を促進する。②佐保川、富雄川、竜田川等の河道改修を促進するとともに、南部の支派川についても各種河川改修事業を実施する。③併せて、洪水の調節するため、初瀬ダムをはじめとするダムの建設を促進する。④さらに、洪水を遊水・貯留する計画遊水地等の設置を促進する。

５．流域対策（１）保水地域の流域対策①市街化調整区域を極力保持することにより、市街地の無秩序な拡大を抑制する。②保水機能の役割を有している森林・緑地等の自然地を積極的に保全する。③新規開発地については、民間・公共施設ともに開発による流出増を抑制するため、防災調整池等の設置を積極的に図っていくものとする。④流域内のため池を極力保持するとともに、治水容量の確保を積極的に図っていくものとする⑤既開発地については、公共公益施設を中心に現在の機能を損なわない範囲で出来る限りの雨水貯留施設（浸透施設を含む）を設置するよう努めるものとする。（２）低地地域の流域対策①保水地域と同様な対策を講ずるものとする。②下水道事業等におけるポンプ排水施設については河道の改修状況と整合のとれた計画とする。③現在、水田等に利用され、当面市街化しないと予想される地域では、盛土、残土処分等を抑制し土地の保全に努める。 流量配分図

【大和川流域整備計画（昭和60年7月 大和川流域総合治水対策協議会）の内容】

大和川河川事務所HP https://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/guide/chisui/course/index.html
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●総合治水の基本事項を定め、総合治水を計画的かつ協働して推進するための条例を制定

●関係者の適切な役割分担並びに相互の連携・協力により推進

大和川流域における総合治水に関する条例（奈良県）

治水対策

（ながす）

流域対策

（ためる）

土地利用対策

（ひかえる）

（参考）河川整備計画、流域整備計画、条例の関連性

法的な位置付け・推進の仕組みづくり

大和川流域整備計画（大和川流域総合治水対策協議会）

●関係市町村、奈良県及び近畿地方整備局の合意のもと、総合的な治水対策を講ずるための検討を進める

●大和川流域整備計画実施要領で国・県・流域市町村の取組目標を設定

●経緯

昭和６０年７月 大和川流域整備計画策定

昭和６１年４月 大和川流域整備計画実施要領策定

治水対策 流域対策

大和川水系河川整備計画（奈良県）

●河川法に基づく法定計画

●今後20年間で実施する県管理１級河川の整備内容（県の整備目標）を圏域毎に設定

●経緯

平成 ９年６年 河川法改正

平成１４年８月 大和川水系河川整備計画平城圏域策定

大和川水系河川整備計画生駒いかるが圏域策定

平成２２年３月 大和川水系河川整備計画布留飛鳥圏域策定

平成２３年９月 大和川水系河川整備計画曽我葛城圏域策定

治水対策

整備目標として

総合治水対策について記載


